
配水管布設替工事（その３）

　本工事は、全工種とも昼間施工である。

作業時間は平日の午前９時から午後５時までし、土・日・祝日は休工日を基本とする。

警察から下る道路使用許可書の作業時間を遵守すること。

　資材の仮置場等を受注者の責により、用意すること。

　建設工事に伴う騒音対策技術指針によること。

　水道工事標準仕様書ならびに関係法令を遵守し施行すること。

　標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置すること。

　なお、掘削の深さが1.5mを超える場合は、土留を設置すること。

　なし

　なし

　建設発生土は、別添｢特記仕様書｣に基づき搬出すること。
　AS塊、路盤廃材、コンクリート塊などの建設副産物の処理については、別添

「特記仕様書」に基づき、適切に処理すること。

　他の埋設物に十分注意して施工すること。

その他

建 設 副 産物 関係

　建設発生土については、少量の発生であると思われるので受注者の責
により処分するものとする。

工 事 支 障物 件等

排 水 工 （ 濁 水
処理を含む）関

　なし

仮設備関係

施  工  条  件  の  明  示

工 事 名：
明 示 項 目 明　　　　　示　　　　　事　　　　　項

工 程 関 係

用 地 関 係

公害対策関係

　排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定されている建設機械を
使用すること。

安全対策関係
　仮設工は任意であるが建設工事公衆災害防止対策要綱に準拠し施工すること。

工事用道路関係


